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令
和
７
年
分
申
告
相
談
会
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。 

 

▼
申
告
相
談
会
開
催
日 

３
、
４
ペ
ー
ジ
の
日
程
表
の
と
お

り
で
す
。 

 

▼
会
場 

役
場
３
階 

正
庁 

 

▼
申
告
相
談
会
に
持
参
す
る
も
の 

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
顔
写
真

付
き
） 

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
待
ち

で
な
い
人
は
、
個
人
番
号
通
知
カ
ー

ド
と
運
転
免
許
証
な
ど
の
身
元
が
確

認
で
き
る
も
の 

②
還
付
が
あ
る
人
は
、
預
金
通
帳
等 

 

▼
そ
の
他
の
必
要
な
書
類
（
所
得
別
） 

【
給
与
所
得
者
（
給
料
、
賃
金
、
報
酬

含
む
）
お
よ
び
公
的
年
金
受
給
者
】 

 

源
泉
徴
収
票
ま
た
は
賃
金
受
給
明
細

書 

 【
農
業
所
得
者
】 

農
業
収
入
と
経
費
を
書
い
た
収
支
内

訳
書
、
領
収
書
、
経
費
明
細
書
、
固

定
資
産
税
課
税
明
細
書
等 

※
収
支
内
訳
書
は
、
必
ず
計
算
を
完

了
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
内

訳
ご
と
に
領
収
書
等
を
ま
と
め
く
だ

さ
い
。 

 【
事
業
所
得
者
（
農
業
所
得
者
除
く
）
】 

事
業
収
入
と
経
費
、
販
売
と
仕
入
れ
・

棚
卸
額
を
書
い
た
収
支
内
訳
書
、
経

費
明
細
書
、
領
収
書
、
給
与
、
賃
金

支
払
明
細
書 

 【
不
動
産
所
得
者
（
農
地
等
の
土
地
や

家
屋
を
賃
貸
し
て
い
る
人
）
】 

①
賃
貸
借
契
約
書
（
受
領
し
た
賃
料

お
よ
び
物
納
の
場
合
は
数
量
の
分
か

る
も
の
） 

②
経
費
が
分
か
る
も
の
（
固
定
資
産

税
課
税
明
細
書
、
土
地
改
良
区
賦
課

金
お
よ
び
水
利
費
等
の
領
収
書
） 

 

▼
控
除
関
係
で
必
要
な
書
類
等 

①
配
偶
者
・
扶
養
親
族
控
除 

そ
の
人
の
個
人
番
号
が
分
か
る
も
の 

②
社
会
保
険
料
控
除 

各
種
年
金
保
険
料
、
健
康
保
険
料
領

収
書
等 

③
生
命
保
険
・
地
震
保
険
料
控
除 

保
険
会
社
発
行
の
生
命
保
険
（
個
人

年
金
保
険
料
、
介
護
医
療
保
険
料
を

含
む
）
、
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書 

④
医
療
費
控
除 

医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
人
・
病
院
・

薬
局
ご
と
に
集
計
し
て
く
だ
さ
い
）
、

病
院
等
の
領
収
書
ま
た
は
医
療
保
険

者
等
の
医
療
費
通
知
書
、
補
て
ん
さ

れ
た
金
額
が
分
か
る
も
の
。 

※
医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
、
必
ず

集
計
を
完
了
し
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

⑤
障
害
者
控
除 

・
障
害
者
手
帳
、
介
護
保
険
の
障
害

者
控
除
対
象
者
認
定
書
等 

・
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
は
、
保
健
福
祉
課
高
齢
者

福
祉
係
か
ら
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
の
交
付
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
申
告
の
際
に

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
一
度
交
付
さ

れ
て
い
る
人
で
も
毎
年
申
請
が
必
要

で
す
。
証
明
書
発
行
ま
で
時
間
が
か

か
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
お
手
続
き

く
だ
さ
い
。 

⑥
ひ
と
り
親
、
寡
婦
控
除 

令
和
７
年

12
月

31
日
現
在
に
お

い
て
、
ひ
と
り
親
ま
た
は
寡
婦
に
該

当
す
る
場
合
は
、
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
、
申
告
相
談
の

際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

⑦
寄
附
金
控
除 

寄
附
し
た
団
体
か
ら
発
行
さ
れ
る
証

明
書
、
受
領
書 

▼
次
の
場
合
に
は
申
告
が
必
要
で
す 

①
「
田
ん
ぼ
を
貸
し
て
い
る
人
」
や

「
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
働
い

た
人
」
は
申
告
が
必
要
で
す
。 

②
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４
０
０
万

円
以
下
で
そ
の
他
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
住
民
税

の
申
告
は
必
要
で
す
。 

③
所
得
が
全
く
な
か
っ
た
人
で
も
、

次
に
該
当
す
る
人
は
住
民
税
の
申
告

が
必
要
で
す
。 

・
国
民
健
康
保
険
・
介
護
保
険
・
国

民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人 

・
各
種
給
付
・
手
当
等
を
受
給
し
て

い
る
人 

・
町
営
住
宅
、
こ
ど
も
園
等
の
町
の

施
設
を
利
用
し
て
い
る
人 

・
雇
用
保
険
・
障
害
年
金
・
遺
族
年

金
等
の
非
課
税
収
入
だ
け
の
人
や
収

入
が
な
か
っ
た
人
で
、
親
や
子
ど
も

の
税
制
（
申
告
）
上
の
「
扶
養
控
除
」

の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
人 

 

▼
受
付
で
き
な
い
申
告 

次
の
申
告
は
、
税
務
署
で
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。 

・
青
色
申
告 

・
土
地
、
建
物
、
立
木
の
譲
渡
申
告 

・
仮
想
通
貨
の
申
告 

・
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
の
申
告 

・
先
物
取
引
の
申
告 

・
外
国
税
額
控
除
の
申
告 

令
和
７
年
分
申
告
相
談
会 
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・
雑
損
控
除
の
申
告 

・
国
外
居
住
者
の
扶
養
控
除
の
申
告 

・
初
年
度
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

除
の
申
告 

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
に
係
る

ロ
ー
ン
の
借
り
換
え
の
申
告 

 

会
津
若
松
税
務
署
の 

確
定
申
告
書
作
成
会
場 

 

▼
開
催
日 

２
月

16
日
（
月
）
～
３
月
16
日
（
月
） 

《
土
日
、
祝
日
を
除
く
》 

※
期
間
中
は
、
税
務
署
に
確
定
申
告

書
作
成
会
場
は
設
置
し
て
い
ま
せ
ん
。 

▼
会
場 

会
津
ア
ピ
オ
ス
ペ
ー
ス
１
階 

大
会

議
室 

▼
時
間 

午
前
９
時

15
分
～
午
後
４
時 

 

※
ス
マ
ホ
（
又
は
パ
ソ
コ
ン
）
と
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、

自
宅
か
ら
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
で

24
時
間

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

※
申
告
作
成
会
場
で
の
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

当
日
の
相
談
受
付
は
、
相
談
枠
に

限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
オ
ン
ラ
イ

ン
事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

な
お
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ
ン
ラ

イ
ン
事
前
予
約
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ

リ
で
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ

ン
ト
の
お
友
だ
ち
追
加
が
必
要
で
す
。 

※
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
作
成
に

当
た
っ
て
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連

携
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
医
療
費
や

ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の
情
報
を
申
告

書
に
自
動
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
、

申
告
書
を
ス
ム
ー
ズ
に
作
成
で
き
ま

す
。 

※
申
告
書
作
成
会
場
で
は
、
ス
マ
ホ

と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
、

ご
自
身
で
申
告
書
を
作
成
、
ｅ‐

Ｔ

ａ
ｘ
に
よ
り
送
信
（
提
出
）
し
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は

必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
設
定
し

た
２
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド
（
注
）
の

ほ
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
電

子
証
明
書
が
無
効
化
さ
れ
て
い
な
い

か
を
来
場
前
に
必
ず
確
認
い
た
だ
き

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
設
定
し

た
パ
ス
ワ
ー
ド
が
分
か
ら
な
い
場
合

及
び
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
が
過

ぎ
た
場
合
、
ｅ‐

Ｔ
ａ
ｘ
等
が
ご
利

用
で
き
ま
せ
ん
。
確
定
申
告
期
は
、

電
子
証
明
書
の
更
新
窓
口
（
市
区
町

村
）
が
混
雑
す
る
こ
と
も
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
お
早
め
に
更
新
手
続
き

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

税
務
署
で
の
対
応 

 

確
定
申
告
書
作
成
会
場
開
設
期
間

中
は
、
税
務
署
に
申
告
相
談
会
場
は

設
置
し
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

確
定
申
告
電
話
相
談 

セ
ン
タ
ー 

 

確
定
申
告
書
作
成
に
関
す
る
一

般
的
な
ご
相
談
は
、「
確
定
申
告
電
話

相
談
セ
ン
タ
ー
」
で
お
答
え
し
ま
す
。 

 ▼
電
話
番
号
（
国
税
相
談
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
） 

０
５
７
０
（
０
０
）
５
９
０
１ 

（
音
声
案
内
に
従
っ
て
「
０
番
」
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

▼
受
付
期
間 

１
月
16
日
（
金
）
～
３
月

16
日
（
月
） 

▼
受
付
時
間 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時 

《
土
日
、
祝
日
を
除
く
》 

  

▼
問
い
合
わ
せ
先 

【
申
告
相
談
会
・
住
民
税
申
告
】 

税
務
課 

賦
課
係 

☎
（

62
）
２
１
１
３ 

 【
確
定
申
告
】 

会
津
若
松
税
務
署 

☎
（

27
）
４
３
１
１ 



月日 曜日 受付時間 対　象　地　区

8:45～11:00  廻谷地、川桁（１組～１１組）

13:00～16:00  戸ノ口、三本木、金子沢、 堤崎

8:45～11:00  川桁（１２組～２３組）、小水沢

13:00～16:00  葉山、富永、金曲

8:45～11:00  今泉、翁島駅前、蜂屋敷

13:00～16:00  名古屋町、東南真行、入江

8:45～11:00  沼ノ倉、蟹沢、長浜、 曲渕

13:00～16:00  半坂、牛沼、湊志田、明戸

8:45～11:00  上新町、天鏡台温泉、名家

13:00～16:00  行津桜川、千代田、白木城

8:45～11:00  旭町、大在家、西舘、市沢

13:00～16:00  新町イ、夷田、白津

8:45～11:00  神明町、五十軒、六角、東舘

13:00～16:00  スキー場、打越、幸野、高森

8:45～11:00  渋谷、仁蔵、下舘、達沢

13:00～16:00  新在家、新屋敷、酸川野

8:45～11:00  九軒町、烏帽子、島田、道下

13:00～16:00  見祢山、志津、小田

8:45～11:00  三城潟、川崎、内野

13:00～16:00  川上、都沢

8:45～11:00  新堀向、不動、沼尻駅前

13:00～16:00  樋ノ口

8:45～11:00  磐根、中目、伯父ヶ倉

13:00～16:00  新北町、松橋浜

8:45～11:00  中町、西久保、田茂沢

13:00～16:00  山潟、蒲谷地
2月27日 金

2月24日 火

2月25日 水

2月26日 木

2月18日 水

2月19日 木

2月20日 金

2月17日 火

17:30～19:00
 地区フリー夜間申告（電話予約制）
 ※平日の日中に来庁が困難な方のみ

2月13日 金

2月16日 月

2月10日 火

2月12日 木

令和７年分申告相談会日程表（２月分）

2月9日 月
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月日 曜日 受付時間 対　象　地　区

8:45～11:00  四ッ谷、土田、上戸駅前、荻窪

13:00～16:00  桜ヶ丘、上戸、吾妻行政区外

8:45～11:00  千貫、釜井、北高野、田子沼

13:00～16:00  長瀬行政区外、木地小屋

8:45～11:00  古城町、西真行、百目貫

13:00～16:00  祢次、月輪行政区外、大原

8:45～11:00  本町、砂川、八千代、沼尻温泉

13:00～16:00  土町、千里行政区外、壺下

8:45～11:00  長坂、扇田

13:00～16:00  猪苗代行政区外、上ノ上、水沢

8:45～11:00  見祢、相名目、小平潟

13:00～16:00  新町ロ、翁島行政区外、関脇

3月10日 火 8:45～11:00  松橋、中ノ沢

3月9日 月

3月5日 木

3月6日 金

3月3日 火

3月4日 水

令和７年分申告相談会日程表（３月分）

3月2日 月

次の時間帯は、大変混み合いますので、混雑緩和にご協力ください。

午前 → 8:45～ 8:55、10:50～11:00

午後 → 13:00～13:10、15:50～16:00

受付時間前に来られても受付票はございませんので、受付開始時間以降に

お越しください。

会場は、役場正庁になります。３階まではエレベーターをご利用ください。

待ち時間を最小限にするため、指定日来場にご協力ください。どうしても

ご都合がつかない場合は、指定日以外にお越しいただいて構いません。

２

３

４

１

次の申告は受付できませんので、税務署で申告してください。６

①青色申告 ②土地、建物、立木の譲渡申告 ③仮想通貨の申告 ④ストックオ

プションの申告 ⑤先物取引の申告 ⑥外国税額控除の申告 ⑦雑損控除の申

告 ⑧国外居住者の扶養控除の申告 ⑨初年度の住宅借入金等特別控除の申

告 ⑩住宅借入金等特別控除に係るローンの借り換えの申告

平日の日中に来庁が困難な方は、電話で予約の上、2月17日（火）の予約

時間にお越しください。（税務課直通電話 62-2113）

５
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